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項  目 内   容 

第 1 章 総則 

(適用範囲) 

第 1-1 条  

 

 

 

 

(目的) 

第 1-2 条  

 

 

(場所) 

第 1-3 条  

 

 

(一般事項) 

第 1-4 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

（低入札価格契約に 

おける第三者照査） 

第 1-5 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年度  国営土地改良事業地区調査 土地利用計画（案）その他策定

業務の施行にあたっては、農林水産省農村振興局制定「設計業務共通仕様

書」（以下「共通仕様書」という。）によるほか、同仕様書に対する特記及

び追加事項は、この特別仕様書によるものとする。 

 

 

本業務は、国営土地改良事業地区調査「中川上流地区」の受益面積の精査、

営農計画（案）の精査を行うものである。 

 

 

本業務において対象となる位置は、埼玉県加須市他３市で、別添図面に示

すとおりである。 

 

 

業務請負契約書及び共通仕様書に示す以外の一般事項は、次のとおりであ

る。 

(1)  作業実施の順序、方法等は監督職員と密接な連絡を取り、作業の円滑

な進捗を図るものとする。 

(2)  作業に従事する技術者は､対象業務に十分な知識と経験を有したもの

とする。 

(3)  受注者は常に業務内容を把握し、業務期間中であっても監督職員が資

料の提出を求められたときには､速やかにこれに応じるものとする。 

 

 

 

(1) 予算決算及び会計令（以下、「予決令」という。）第85 条の基準に基

づく価格（以下、「調査基準価格」という。）を下回る価格で契約した

場合においては、受注者は「業務請負契約書第11 条照査技術者」及び「共

通仕様書第1-7 条照査技術者及び照査の実施」については、受注者が自

ら行う照査とは別に、受注者の責任において共通仕様書等を基本とする

第三者の照査（以下、「第三者照査」という。）を実施しなければなら

ない。 

(2) 第三者照査の企業に要求される資格 

①予決令第98 条において準用する予決令第70 条及び第71 条の規定に該

当していないこと。 

②関東農政局において、令和３・４年度（当該業種区分）の一般競争（指

名競争）参加資格の認定を受けていること。 

③関東農政局長から、建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

④共通仕様書第1-30 条守秘義務を遵守できるものであること。 

⑤中立的、公平な立場で照査が可能な者であること。なお、第三者照査

を実施するものは受注者との関係において、以下の基準のいずれかに

該当する関係がないこと。 

(ｱ)資本関係 

・親会社と子会社の関係にある 

・親会社を同じくする子会社同士の関係にある 

(ｲ)人的関係 

・一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている 

(3) 第三者照査を行う照査技術者に要求される資格 

 第三者照査を行う照査技術者は、受注者が配置する照査技術者と同等

の能力と経験を有する以下の者であること。 

・照査技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 

・照査技術者と同等の技術者資格を有する者 

(4) 照査技術者の通知 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(管理技術者) 

第 1-6 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(担当技術者) 

第 1-7 条 

 

第 2 章 作業条件 

(作業条件) 

第 2-1 条 

 

(貸与資料) 

第 2-2 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 受注者は、自ら行う照査の他に、第三者照査を行う照査技術者を定め

発注者に通知するものとする。 

(5) 照査計画 

 受注者は、第三者の照査方法については、自ら行う照査とあわせて業

務計画書に照査計画として、具体的な照査時期、照査事項等を定めなけ

ればならない。 

 また、照査結果については、その都度監督職員に報告しなければなら

ない。 

(6) 報告書原稿作成段階時打合せへの立会い 

 特別仕様書第4-1 条業務打合せに示す打合せのうち、報告書原稿作成

段階での打合せ時には、第三者照査を行う照査技術者も立ち会うものと

する。 

(7) 第三者照査の照査技術者のAGRIS 登録 

 共通仕様書第1-12 条の農業農村整備事業測量調査設計業務実績情報

サービス(AGRIS）の登録にあたっては、第三者照査を行った照査技術者

の実績登録は認めない。 

(8) 契約不適合 

 引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない

もの（以下「契約不適合」という。）であるときは、業務請負契約書第

41 条契約不適合責任のとおり、受注者に対し、成果物の補償又は代替物

の引渡しによる履行の追完を請求することができるものであり、第三者

照査を実施したものが責任を負うものではない。 

 

 

管理技術者は、共通仕様書第 1-6 条第 3項によるものとし、資格に係る該

当する技術部門、選択科目は次のとおりである。 

 

資格 技術部門 選択科目 

技術士 総合技術監理 農業－農業土木、農業

農村工学、農村地域計

画、農村地域・資源計画 

農業 農業土木、農業農村工学

、農村地域計画、農村地

域・資源計画 

農業土木技術管理士   

ｼﾋﾞﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ 農業土木  

 

 

担当技術者は、共通仕様書第 1-8 条によるものである。 

 

 

 

 GIS データは、Arc GIS 10.7 と互換性があること。 

 

 

貸与資料は下記のとおりとし、これ以外にも必要な資料があるときは監督

職員と協議するものとする。 

資料名 数量 

国営かんがい排水事業実施要綱 

（令和２年４月１日付け元農振第 2705 号） 
一式 

国営かんがい排水事業実施要領 

（令和２年４月１日付け元農振第 2706 号） 
一式 

中川上流（埼玉平野）地域高収益作物導入計画（案） 
（平成29年12月 埼玉県、加須市、羽生市、久喜市、JAほくさい） 

一式 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（貸与資料の取扱い) 

第 2-3 条 

 

 
 
 

 

 

 

 

(関連する業務) 

第 2-4 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 作業内容 

(作業項目及び数量) 

第 3-1 条 

 

(作業の留意点) 

第 3-2 条 

 

 

 

 

 

第 4 章 打合せ 

(打合せ) 

第 4-1 条  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成30年度 対策手法検討調査 利根中央地区排水対策検

討その他業務 報告書 

一式 

平成31年度 国営土地改良事業地区調査 

中川上流地区営農計画作成その他業務 報告書 

一式 

平成31年度 国営土地改良事業地区調査 中川上流地区施

設整備計画検討業務 報告書 

一式 

令和2年度 国営土地改良事業地区調査 

中川上流地区土地所有状況調査その他業務 報告書 

一式 

 

 

第 2-2 条に示す貸与資料の取り扱いは次のとおりとする。 

(1)  貸与資料の記載事項に相互に矛盾がある場合や、解釈に疑義が生じた

場合は、監督職員と協議するものとする。 

(2)  貸与資料は本業務に支障ない範囲の時期に貸与するものとし、監督職

員の請求があった場合の他、完了検査時に一括返納しなければならな

い。 

(3)  第 2-2 条に示す資料以外の貸与資料がある場合には、その旨監督職員

から指示する。 
 

 

本業務と関連する主な業務は次のとおりであり、監督職員及び関連業務の

管理技術者と連携を密にして､互いに協調の図られた内容としなければなら

ない。 

業 務 名 業務実施期間(予定) 

令和3年度 国営土地良事業地区調査 中

川上流地区環境配慮計画策定業務 

令和 3年 5 月～ 

令和 3年 12 月 

令和 3 年度 国営土地改良事業地区調査 

中川上流地区事業計画書（案）その他策定

業務（仮称） 

令和 3年 6 月～ 

令和 4年 3月 

 

 

 

本業務における作業項目及び数量は、別紙 1 作業項目内訳表に示すとおり

である。  

 

作業の実施に際し特に留意する点は、次のとおりとする。 

(1) 第2-2条に示す貸与資料以外の資料等、並びに受注者が有する資料等を

参考にした場合は、その出典を明示するものとする。 

(2) 第3-1条に記載している作業内容の実施に際し、これ以外の付随する作業

を必要とする場合は監督職員と協議するものとする。 

 

 

共通仕様書第 1-10 条に基づく打合せについては、主として次の段階で行

うものとする。 

また、初回及び 終回の打合せには管理技術者が出席するものとする。 

第１回：初 回（作業着手前の段階） 

第２回：中 間（資料中間とりまとめ段階） 

第３回：中 間（資料中間とりまとめ段階） 

第４回：中 間（資料中間とりまとめ段階） 

第５回： 終回（成果とりまとめ段階） 

なお、業務を適正かつ円滑に実施するために、受注者の業務担当は、業務

打合せ記録簿を作成し、上記の打合せの都度内容について、監督職員と相互

に確認するものとする。 

ただし、予決令第 85 条の基準に基づく価格を下回る価格で契約した場合

においては、上記に定める打合せを含め、受注者の責により管理技術者の立



 

 

 

第 5 章 成果物 

(成果物） 

第 5-1 条 

 

 

 

 

 

(成果物の提出先） 

第 5-2 条 

 

 

 

第 6 章 契約変更 

(契約変更) 

第 6-1 条 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 7 章 定めなき事項 

(定めなき事項) 

第 7-1 条  

 

 

(再調査) 

第 7-2 条 

ち会いの上で打合せ等を行うこととし、設計変更の対象とはしない。 

その際、管理技術者は、共通仕様書第 11 条に定める業務計画書に基づく

業務工程等の管理状況を報告しなければならない。 

 

 

成果物を共通仕様書第 1-17 条に基づき作成し、次のものを提出しなけれ

ばならない。 

(1) 成果物の電子媒体（CD-R 若しくは DVD-R） 正副２部 

(2) 成果物の出力（電子媒体の出力、市販のファイル綴じで可） １部 

(3) GIS に関するデータ等（CD-R 若しくは DVD-R） 正副２部 

 

 

 成果物の提出先は、次のとおりとする。 

千葉県柏市根戸４７１－６５ 

関東農政局利根川水系土地改良調査管理事務所 

 

 

 

業務請負契約書第17条から第20条に規定する発注者と受注者による協議

事項は、次のとおりとする。 

(1) 第 3-1 条に示す「作業項目及び数量」に変更が生じた場合。 

(2) 第 4-1 条に示す「打合せ」に変更が生じた場合。 

(3) 第 5-1 条に示す「成果物」に変更が生じた場合。 

(4) 履行期間の変更が生じた場合。 

(5) 関係機関等対外的協議等により業務計画等に変更が生じた場合。 

(6) その他 

 

 

 

この特別仕様書に定めなき事項又はこの業務の実施に当たり疑義が生じ

た場合は、必要に応じて監督職員と協議するものとする。 

 

 

調査結果が調査目的に合致せず、その原因が受注者に起因すると認められ

る場合は再調査を命ずることがある。 

その場合、変更協議の対象としない。 

 

 



（別紙１）

作　　　業　　　内　　　容 作　業　量 備　　考

１．貸与資料把握 　貸与資料の把握を行う。
一式

（１）一筆調書及び事業
参加資格者の更新

　発注者より貸与する本地区の一筆調書（R２年度整理時点）
について、貸与する農地台帳、土地改良区土地原簿（それぞ
れR３年度最新時点）を用いた更新作業（転用筆・分筆・合
筆、地籍、地目、所有者・耕作者、権利情報等）を行う。また、
一筆調書の整理を踏まえ、土地所有者、耕作者及びその権
利関係から事業参加資格者の更新作業をする。
　なお、事業参加資格者の整理にあたっては、土地所有状況
（個人有、共有、法人有など）も踏まえた整理を行う。
　必要に応じて、土地登記簿、公図による確認、関係機関と
の調整を踏まえて整理する。

一式 　

（２）GIS地番図の更新 　発注者より貸与する本地区のGIS地番図について（１）の作
業を踏まえ、筆の位置情報、GIS地番図の属性データ（排水
系統、土地利用区分（農振）、都市計画区分、区画区分（区
画形状、用排水整備）、傾斜区分、土壌区分、ほ場整備地区
区分等）、ポリゴン形状の整理を含む更新作業を行う。
　また、各区分別面積の集計及び図面の作成を行う。

一式

・作成資料について
は、GISソフトウェア
「Arc GIS Desktop
10.７」と互換性があ
ること。

（１）営農計画（案）の精
査

　過年度に整理した営農計画（案）、２．の受益面積の精査結
果、最新の各種振興計画及び営農検討部会や関連業務の
検討結果等を踏まえて土地利用状況、施設計画と整合の図
られた営農計画（案）の更新作業を行う。なお、営農計画
（案）の作成にあたっては、現況の土地利用、関係機関等の
意向及び高収益作物導入計画（案）を踏まえるものとする。

一式 　

（２）営農検討部会資料
の作成

　営農検討部会に係る資料作成を行う。
一式

営農検討部会：２回
程度を想定。 　

４．点検とりまとめ 　点検とりまとめ及び報告書の作成を行う。
一式

・本地区の受益面積は約5,500haであり、関係機関は以下のとおりである。

関係市　　　 　　：埼玉県加須市、羽生市、久喜市、幸手市

関係土地改良区　 ：羽生領島中領用排水路土地改良区

関係市農業委員会 ：加須市農業委員会、羽生市農業委員会、久喜市農業委員会、幸手市農業委員会

令和３年度 国営土地改良事業地区調査 中川上流地区土地利用計画（案）その他策定業務

　

［ 作 業 項 目 内 訳 表 ］

作　業　項　目

２．受益面積の精査

３．営農計画（案）の精査


